
埼玉県特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱  

 

（設置）  

第１条 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第

１９条の規定に基づく特定事業主行動計画及び女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６３４号）第１９

条の規定に基づく特定事業主行動計画（以下「特定事業主行動計画」

という。）の策定若しくは変更又は当該計画に基づく措置の実施に

資するよう、「埼玉県特定事業主行動計画策定・推進委員会」（以

下「委員会」という。）を設置する。  

 

（所掌事務）  

第２条 委員会は次の事項を所掌する。  

（１）特定事業主行動計画を策定し、又は変更するに当たって必要な

事項について審議すること。  

（２）特定事業主行動計画の実施状況を把握し、その推進のために必

要な事項について審議すること。  

 

（構成）  

第３条 委員会は、別表第１の職にある者をもって構成する。  

２ 委員会に、委員長及び副委員長を置く。  

３ 委員長は、人財政策局長をもってこれに充てる。  

４ 副委員長は、人事課長をもってこれに充てる。  

 

（会議）  

第４条 委員長は委員会を招集し、議長となり会務を総理する。  

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職

務を代理する。  

３ 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求める

ことができる。  

４ 委員長は、委員会における審議の経過及び結果を整理の上、記録

しておかなければならない。  

 

（幹事会）  

第５条 委員会の取扱事項を整理するため、委員会に幹事会を置く。  

２ 幹事会は、別表第２の職にある者をもって構成する。  

３ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。  

４ 幹事長及び副幹事長は、それぞれ人事課長及び人事課副課長をも

ってこれに充てる。  

５ 幹事長は、幹事会を招集し、議長となり会務を総理する。  



６ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時は、その職務

を代理する。  

７ 幹事長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求める

ことができる。  

 

（庶務）  

第６条 委員会及び幹事会の庶務は、人事課が行う。  

 

（その他）  

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成２７年１月１９日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成２７年１０月２９日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱は、令和２年６月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 



   附  則  

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  



 別表第１（第３条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 委員長     人財政策局長  

副委員長     総務部人事課長  

 委  員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主管課等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 秘書課長  

 企画財政部企画総務課長  

 総務部税務課長  

 県民生活部県民広聴課長  

 危機管理防災部危機管理課長  

 環境部環境政策課長  

 福祉部福祉政策課長  

 保健医療部保健医療政策課長  

 産業労働部産業労働政策課長  

 農林部農業政策課長  

 県土整備部県土整備政策課長  

 都市整備部都市整備政策課長  

 出納総務課長  

 労働委員会事務局審査調整課長  

 関係課所  

 

 

 

 

 

 企画財政部行政・デジタル改革課長  

 総務部職員健康支援課長  

 総務部管財課長  

 総務部総務事務センター所長  

 県民生活部人権・男女共同参画課長  

 福祉部少子政策課長  

 産業労働部人材活躍支援課長  

 産業労働部多様な働き方推進課長  

他任命権者  

 

 

 

 

 

 

 選挙管理委員会書記長（市町村課長）  

 企業局総務課長  

 下水道局下水道管理課長  

 議会事務局総務課長  

 監査事務局監査第一課長  

 人事委員会事務局総務給与課長  

 教育局教育総務部総務課長  



 

別表第２（第５条関係）  

 幹事長     人事課長  

副幹事長     人事課副課長  

 幹  事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主管課等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 秘書課主幹  

 企画財政部企画総務課主幹  

 総務部税務課副課長  

 県民生活部県民広聴課主幹  

 危機管理防災部危機管理課主幹  

 環境部環境政策課主幹  

 福祉部福祉政策課主幹  

 保健医療部保健医療政策課主幹  

 産業労働部産業労働政策課主幹  

 農林部農業政策課主幹  

 県土整備部県土整備政策課主幹  

 都市整備部都市整備政策課主幹  

 出納総務課主幹  

 労働委員会事務局審査調整課主幹  

 関係課所  

 

 

 

 

 

 企画財政部行政・デジタル改革課主幹  

 総務部職員健康支援課主幹  

 総務部管財課主幹  

 総務部総務事務センター主幹  

 県民生活部人権・男女共同参画課主幹  

 福祉部少子政策課主幹  

 産業労働部人材活躍支援課主幹  

 産業労働部多様な働き方推進課主幹  

他任命権者  

 

 

 

 

 

 

 選挙管理委員会主幹  

 企業局総務課主幹  

 下水道局下水道管理課主幹  

 議会事務局総務課主幹  

 監査事務局監査第一課主席監査員  

 人事委員会事務局総務給与課副課長  

 教育局教育総務部総務課主幹  

 

 


